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京
都
市
東
山
区
の
南
郊
泉
涌
寺
山
内
町
に
古
義
真
言
宗
大
本
山
泉
涌
寺

が
あ
る
。
天
長
年
間
に
空
海
が
営
ん
だ
草
庵
法
輪
寺
が
、
そ
の
前
身
で
あ

る
と
い
う
。
斉
衡
二
年
、
左
大
臣
藤
原
緒
嗣
は
山
荘
を
寺
と
し
て
仙
遊
寺

と
号
し
た
。
建
暦
元
年
に
帰
朝
し
た
入
宋
僧
俊
栃
は
戒
律
の
復
興
、
弘
伝

を
図
り
、
こ
れ
に
帰
依
し
た
大
和
守
信
房
が
月
輪
の
宅
地
と
仙
遊
寺
故
趾

を
建
保
六
年
に
寺
地
と
し
て
寄
進
し
た
と
い
う
。

　
承
久
元
年
、
俊
花
は
こ
の
地
に
純
然
た
る
宋
朝
様
伽
藍
の
建
造
を
発
願

し
、
諸
方
の
寄
進
を
仰
ぐ
た
め
に
勧
進
疏
を
作
っ
た
。
「
泉
涌
寺
勧
縁
疏
」

（
国
宝
）
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
七
年
後
の
嘉
禄
二
年
に
は
大
伽
藍
が

完
成
し
た
。
泉
涌
寺
の
草
創
で
あ
る
。

　
承
久
の
乱
後
の
混
乱
期
に
崩
御
さ
れ
た
四
条
天
皇
の
御
葬
儀
は
、
京
洛

各
寺
の
拒
否
に
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
御
葬
儀
を
引
受
け
た
の
が
泉
涌
寺
で

あ
る
。
以
来
、
皇
室
と
の
結
び
付
き
が
強
く
な
り
、
中
世
、
近
世
を
通
じ

て
皇
室
御
菩
提
所
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
寺
の
寺
宝
は
皇
室
関

係
の
も
の
が
多
く
、
歴
代
天
皇
御
念
持
仏
を
初
め
と
し
て
、
各
天
皇
、
皇

后
、
皇
族
方
の
御
遺
品
が
数
多
く
伝
蔵
さ
れ
て
い
る
。
寺
宝
は
寛
文
八
年

建
立
の
宝
蔵
内
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
納
め
ら
れ
た
古
文
書
類

も
多
い
。

　
昭
和
四
十
五
年
八
月
、
泉
涌
寺
よ
り
、
宝
蔵
内
の
整
理
を
依
頼
さ
れ
、

学
習
院
大
学
史
学
科
有
志
に
よ
っ
て
、
同
年
九
月
よ
り
整
理
作
業
を
開
始

し
た
。
以
後
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
、
八
月
と
三
回
に
わ
た
っ
て
整
理
、

調
査
を
す
す
め
、
そ
の
一
部
を
完
了
し
た
。
調
査
に
参
加
し
た
の
は
、
村

尾
元
忠
・
伊
藤
一
美
・
山
中
清
孝
・
吉
井
宏
・
大
三
輪
龍
彦
（
以
上
大
学

院
）
水
村
恵
子
・
松
井
和
子
・
加
藤
は
る
み
・
小
松
大
秀
・
松
平
秀
治
で

あ
る
。
現
在
ま
で
に
、
中
世
・
近
世
約
二
千
点
の
古
文
書
類
に
つ
い
て
、

整
理
を
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
寺
領
関
係
・
経
済
関
係
・
開
山
国
師
御
遠

忌
関
係
・
日
記
類
な
ど
で
あ
り
、
後
水
尾
天
皇
か
ら
孝
明
天
皇
・
皇
后
．

女
院
の
御
葬
礼
記
録
等
に
つ
い
て
は
未
整
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
整
理
完

了
分
の
［
部
紹
介
と
所
見
を
誌
し
て
中
間
報
告
と
し
た
い
。

一
　
鎌
倉
時
代
の
古
文
書

　
泉
涌
寺
開
創
期
の
古
文
書
は
、
開
山
俊
花
国
師
の
自
筆
文
書
が
僅
か
に

遺
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
前
に
触
れ
た
「
泉
涌
寺
勧
縁
疏
」
は
、

大
判
の
色
替
り
彩
蝋
腿
に
黄
山
谷
流
の
堂
々
た
る
書
体
で
書
か
れ
て
お

り
、
　
「
承
久
元
年
十
月
日
、
都
勧
縁
新
入
宋
学
法
比
丘
俊
彷
」
の
款
記
が

あ
る
。
次
に
は
俊
栃
が
弟
子
心
海
に
嘉
禄
三
年
に
与
え
た
法
語
1
1
附
法
状

を
挙
げ
ね
鳳
な
る
ま
い
。
と
も
に
宋
朝
風
の
力
強
い
書
体
で
書
か
れ
て
お
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り
、
俊
祷
自
筆
の
書
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
俊
花
自
筆
と
伝
え
る

も
の
と
し
て
他
に
「
止
観
大
意
」
一
冊
を
残
す
。

　
寺
領
関
係
の
文
書
は
、
永
仁
年
間
の
二
通
が
残
っ
て
い
る
。
永
仁
四
年

六
月
［
日
の
も
の
は
次
の
よ
う
な
六
波
羅
御
教
書
で
あ
る
。

　
泉
涌
寺
領
摂
津
国
湖
江
新
免

　
雑
掌
円
実
与
瓦
林
左
衛
門
入
道

　
〃
観
法
丼
主
殿
所
悉
囚
頭
一
兀
広
本

　
庄
下
司
左
衛
門
尉
季
範
等
相
論

　
新
免
内
田
参
町
余
事

　
右
任
今
年
三
月
十
二
日
関
東
御

　
下
知
可
被
沙
汰
之
状
如
件

　
　
　
　
永
仁
四
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
波
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
れ
は
寺
領
内
で
起
っ
た
雑
掌
と
下
司
等
と
の
相
論
に
対
す
る
六
波
羅

探
題
の
裁
決
を
示
し
た
交
書
で
、
摂
津
国
湖
江
新
免
が
、
こ
の
時
期
に
す

で
に
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
湖
江
新
免
は
以
後
の
交
書
に
も
し

ば
し
ば
現
わ
れ
る
が
、
他
交
書
で
は
潮
江
新
免
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
「
湖
」
が
「
潮
」
の
誤
ま
り
と
思
わ
れ
る
。

　
次
い
で
永
仁
六
年
の
文
書
は
、
九
条
前
関
白
家
政
所
下
文
で
次
に
示
す
。

　
　
前
関
白
家
政
所
下
　
泉
涌
寺

　
　
　
可
早
任
天
徳
官
符
以
下
旨
被
優
仏
随
施
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
；
）

　
　
　
停
止
東
九
条
御
領
沙
汰
人
等
欝
妨
為
当

　
　
　
寺
領
進
退
領
掌
山
城
国
紀
伊
郡
苫
手

　
　
　
里
参
拾
参
坪
田
壱
町
事

　
右
得
当
寺
解
状
便
件
田
老
沙
弥
蓮
性
相
伝
之
地

　
而
依
有
由
緒
永
所
寄
附
寺
院
也
袈
東
九
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
；
）

　
御
領
沙
汰
人
等
為
御
領
内
之
由
掠
申
去
年

　
被
尋
下
寺
家
之
間
天
徳
年
中
被
成
下
官
符
之

　
以
来
難
送
数
百
歳
星
霜
曾
無
他
妨
就
中

　
峯
殿
御
時
被
経
御
沙
汰
被
止
押
妨
之
儀
被

　
成
下
御
教
書
畢
且
件
名
田
全
非
御
領
内
之
条

　
所
備
進
次
第
証
文
明
鏡
之
由
就
言
上
添
被

　
聞
食
被
子
細
畢
九
当
寺
代
々
御
帰
敬
異
他

　
当
御
代
剰
又
以
御
領
内
所
被
寄
附
也
然
者
為

　
被
断
絶
後
代
之
窄
寵
被
成
下
懇
懲
之
政
所

　
御
下
文
者
弥
欲
奉
祈
　
殿
中
御
繁
栄
乎
者

　
早
任
申
請
依
天
徳
官
符
井
　
峯
殿
御
教

　
書
等
之
旨
永
停
止
東
九
条
御
領
沙
汰
人
等
之

　
濫
妨
可
令
師
跡
相
続
進
退
領
掌
之
状
所
仰
如
件

　
寺
家
宜
承
知
敢
勿
違
ム
〈
故
下

　
　
　
永
仁
六
年
十
一
月
　
日
　
案
主
左
衛
門
尉
中
原

別
当
勘
解
由
次
官
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
　
大
従
木
工
助
安
倍
（
花
押
）

鎌
倉
時
代
末
期
の
寺
領
の
一
つ
と
し
て
山
城
国
紀
伊
郡
苫
手
里
の
名
が
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見
え
る
。
苫
手
里
は
中
世
を
通
じ
て
の
寺
領
で
あ
っ
た
。
天
徳
の
官
符
の

内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
泉
涌
寺
の
成
立
が
鎌
倉
時
代
初
期
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
官
符
は
寺
と
は
直
接
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
峯

殿
す
な
わ
ち
光
明
峯
寺
殿
藤
原
道
家
の
時
に
泉
涌
寺
と
の
関
係
が
生
じ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
藤
原
道
家
は
俊
花
に
深
く
帰
依
し
、
授
戒
の
師
と
し

た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
寺
領
寄
進
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

寺
地
の
寄
進
を
行
な
っ
た
大
和
守
信
房
、
つ
ま
り
豊
前
国
伊
方
荘
地
頭
信

房
と
共
に
有
力
な
外
護
者
の
一
人
と
し
て
、
九
条
道
家
の
存
在
を
知
る
こ

と
が
で
ぎ
る
。

　
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
は
僅
か
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由

は
次
に
あ
げ
る
南
北
朝
時
代
の
交
書
に
く
わ
し
い
。

二
　
南
北
朝
時
代
の
古
文
書

　
南
北
朝
時
代
の
古
文
書
で
は
、
　
「
建
武
四
年
寺
領
紛
失
記
」
と
い
う
軸

外
題
の
あ
る
一
巻
が
蔵
さ
れ
て
い
て
、
泉
涌
寺
別
院
二
階
堂
領
の
寺
領
文

書
紛
失
の
為
、
そ
の
証
明
に
関
す
る
文
書
四
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
泉
涌
寺
別
院
二
階
堂
領
と
し
て
比
丘
尼
蓮
念
寄
進
の

九
条
田
二
段
・
比
丘
尼
妙
心
寄
進
の
七
条
町
北
頬
、
自
町
東
・
比
丘
尼
浄

因
寄
進
の
八
条
油
小
路
・
沙
弥
蓮
寂
井
浄
因
寄
進
の
北
大
宮
田
地
五
反
十

歩
の
四
ケ
所
が
あ
っ
た
が
、
　
「
去
年
（
建
武
三
年
）
八
月
廿
三
日
、
東
山

襲
来
軍
旅
、
乱
入
当
寺
、
三
ケ
日
之
間
張
軍
陣
於
寺
内
、
集
党
類
於
蘭
室

寺
辺
之
放
火
、
仏
物
之
劫
奪
、
道
具
霊
宝
、
不
残
一
塵
聖
教
多
以
散
失
、

凡
未
曾
有
次
第
也
、
伍
件
田
地
相
伝
之
券
契
、
同
令
紛
失
詑
」
と
い
う
事

件
で
寺
領
相
伝
文
書
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
関

係
者
の
証
判
を
求
め
た
の
が
、
第
一
号
文
書
で
あ
る
。
本
寺
知
蔵
比
丘
高

英
、
知
客
比
丘
仙
季
、
維
那
比
丘
元
郡
、
監
寺
比
丘
全
智
、
都
寺
比
丘
印

俊
、
首
座
比
丘
知
秀
、
泉
涌
寺
住
持
重
俊
、
東
福
寺
師
諌
、
三
聖
寺
石
林

東
光
寺
住
持
正
具
、
新
熊
野
別
当
法
印
権
大
僧
都
、
主
計
助
兼
明
法
博
士

左
衛
門
大
尉
坂
上
大
宿
禰
、
明
法
博
士
兼
右
衛
門
大
尉
、
防
鴨
河
判
官
美

作
守
兼
左
衛
門
少
尉
中
原
朝
臣
な
ど
の
署
判
が
見
ら
れ
る
。
残
り
は
検
非

違
使
庁
の
証
明
関
係
文
書
で
、
検
非
違
使
別
当
宣
、
検
非
違
使
庁
下
文
、

検
非
違
使
庁
評
定
書
の
三
通
。

　
「
建
武
四
年
寺
領
紛
失
記
」
以
外
の
文
書
は
貞
治
六
年
二
月
五
日
の

　
泉
涌
寺
領
摂
津
国
潮
江

　
新
免
事
任
渡
状
之
旨
下
地
於

　
一
円
被
雑
掌
所
渡
付
之
状
如
件

　
　
　
貞
治
六
年
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
朝
深
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
計
允
秀
俊
（
花
押
）

　
泉
涌
寺
長
老
上
人
御
房

と
あ
る
潮
江
新
免
関
係
文
書
、
永
和
二
年
六
月
三
日
の
近
江
国
野
州
南
郡

播
磨
田
郷
十
二
条
十
五
里
二
十
六
坪
一
段
の
沽
却
状
案
な
ど
が
あ
る
。
何

れ
に
し
て
も
文
書
類
は
少
な
く
、
内
容
は
寺
領
関
係
に
限
ら
れ
て
い
る
。
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三
　
室
町
時
代
の
寺
領
関
係
文
書

　
室
町
期
の
文
書
は
足
利
義
満
、
同
義
持
の
御
判
御
教
書
、
幕
府
奉
行
人

奉
書
、
守
護
遵
行
状
等
の
武
家
文
書
、
及
び
代
々
論
旨
、
九
条
家
政
所
御

教
書
、
女
房
奉
書
等
の
公
家
文
書
、
更
に
売
券
、
僧
の
書
状
等
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
既
に
史
料
編
纂
所
に
採
録
済
で
あ
る
が
、
女
房
奉
書

の
中
に
は
後
小
松
上
皇
の
御
震
翰
と
目
さ
れ
る
も
の
も
混
入
し
て
お
り
、

未
整
理
で
あ
る
が
、
皇
室
関
係
の
文
書
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
と
思

う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
の
報
告
は
後
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
今
回

は
新
た
に
採
録
し
た
塔
頭
観
音
寺
等
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
等
十
通
と
併
せ

て
寺
領
関
係
の
も
の
を
二
、
三
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
O
　
摂
津
国
潮
江
庄
新
免

　
潮
江
庄
新
免
分
は
享
禄
三
年
九
月
二
十
日
付
論
旨
案
に
「
泉
涌
寺
修
正

新
所
摂
州
塩
江
内
新
免
分
事
、
禁
裏
御
寄
附
以
来
、
為
諸
役
無
課
之
地
直
務

当
知
行
無
相
違
処
、
号
代
官
職
柳
本
弾
正
忠
違
乱
在
之
云
々
」
と
あ
る
。

潮
江
庄
の
新
免
分
が
泉
涌
寺
の
寺
領
と
な
っ
た
の
は
永
仁
四
年
六
月
一
日

付
六
波
羅
御
教
書
に
「
泉
涌
寺
領
摂
津
国
潮
江
新
免
雑
掌
円
実
」
と
載
せ

て
い
る
こ
と
か
ら
永
仁
四
年
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
当
所

は
室
町
時
代
を
通
じ
て
泉
涌
寺
の
直
務
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

文
明
十
四
年
に
は
六
月
十
日
付
「
当
院
雑
掌
」
宛
の
元
長
署
判
一
通
と
同

日
付
長
盛
署
判
一
通
が
あ
り
、
共
に
泉
涌
寺
の
直
務
を
確
認
し
た
も
の
で

あ
る
。
元
長
署
判
の
も
の
は
、

　
泉
涌
寺
領
摂
州
潮
江
新
免
分
事
、
為
直
務
当
知
行
云
々
、
　
任
去
三
月
廿

　
六
日
御
奉
書
旨
、
弥
領
知
不
可
有
相
違
状
如
件

と
な
っ
て
お
り
、
長
盛
署
判
の
も
の
は
「
任
三
月
廿
六
日
御
奉
書
旨
」
が

「
任
今
月
十
日
御
折
需
旨
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
は
全
く
同
交
言
で
あ
る
。

「
三
月
廿
六
日
御
奉
書
」
は
散
秩
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く

幕
府
奉
行
人
奉
書
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
元
長
は
摂
津
守
護

細
川
政
元
の
奉
行
人
で
あ
り
、
長
盛
は
守
護
代
、
或
は
守
護
代
々
官
と
推

定
さ
れ
る
。

　
直
務
と
い
う
経
営
内
容
が
、
こ
の
場
合
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
享
禄
二
年
十
二
月
十
一
日
付
柳
本
弾
正
忠
宛
幕
府
奉
行
人
飯
尾
発
連
、

松
田
秀
俊
連
署
奉
書
に
「
泉
涌
寺
雑
掌
申
摂
川
塩
江
新
免
事
、
為
直
務
当

知
行
之
処
、
号
森
八
郎
左
衛
門
尉
領
有
違
乱
し
候
云
々
、
以
外
次
第
也
」

と
あ
り
、
文
章
上
違
乱
の
主
体
が
明
確
で
な
い
が
、
天
文
七
年
九
月
二
十

日
付
飯
尾
元
運
署
判
幕
府
奉
書
に
「
先
々
年
号
柳
本
弾
正
忠
代
官
職
違
乱

条
」
の
文
言
が
み
え
、
こ
の
場
合
は
明
ら
か
に
柳
本
弾
正
忠
が
代
官
職
を

号
し
て
違
乱
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
享
禄
二
年
の

違
乱
は
森
八
郎
左
衛
門
尉
の
違
乱
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
森
八

郎
左
衛
門
尉
に
対
す
る
違
乱
停
止
が
柳
本
弾
正
忠
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い

る
の
で
柳
本
が
当
所
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
翌
享
禄
三
年
に
な
る
と
、
前
述
の
同
年
九
月
二
十
日
付
論
旨
案

に
「
号
代
官
職
」
し
て
違
乱
し
た
と
柳
本
弾
正
忠
自
身
の
違
乱
が
問
題
と
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な
る
。
或
は
亭
禄
二
年
の
違
乱
と
内
容
は
同
じ
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
享
禄
三
年
、
天
文
七
年
に
柳
本
弾
正
忠
の
違
乱
が
「
号
代
官
職
」
し

た
こ
と
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
当
所
の
経
営
が
直
務

上
使
に
よ
る
直
接
経
営
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
も
強
ち
に
無
理
で
は
あ

る
ま
い
。

　
な
お
、
天
文
七
年
の
幕
府
奉
書
は
「
当
所
名
主
百
姓
中
」
に
宛
て
た
も

の
で
、
文
章
に
多
少
難
は
あ
る
が
、
　
「
万
一
寄
事
お
左
右
令
難
渋
者
、
可

入
遣
責
使
候
也
」
の
文
言
が
あ
り
、
具
体
的
な
処
置
を
示
し
た
点
で
興
味

あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
⇔
　
山
城
国
愛
宕
郡
字
河
原
城

　
河
原
城
に
つ
い
て
詳
し
い
事
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
愛
宕
郡
の
九
条

二
坊
五
町
に
あ
る
一
町
の
田
地
で
あ
る
が
、
応
永
三
年
に
至
っ
て
平
野
社

と
の
問
に
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
の
相
論
が
あ
っ
た
。
応
永
三
年
十
一
月

三
日
付
の
左
大
史
某
の
判
文
に
よ
れ
ば
、
九
条
下
司
康
基
な
る
も
の
が
当

所
を
平
野
田
と
称
し
て
下
地
を
違
乱
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
論
は
平

野
社
領
が
紀
伊
郡
及
び
葛
野
郡
に
あ
っ
て
愛
宕
郡
に
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
康
基
の
違
乱
を
停
止
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
年
十
一
月
二
十
七

日
付
左
大
史
の
書
状
に
「
泉
涌
寺
領
九
条
堀
川
河
原
城
、
号
平
野
田
違
乱

之
条
無
其
謂
候
欺
、
且
神
主
兼
内
非
愛
宕
郡
内
之
由
、
注
進
分
明
白
後
、

可
止
其
綺
之
由
、
被
仰
当
所
下
司
康
基
了
、
可
令
存
知
給
之
旨
也
」
と
あ

っ
て
、
公
家
方
の
裁
許
が
二
十
七
日
以
前
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
幕
府
が
遵
行
す
る
が
、
同
十
二
月
二
十
一
日
付
の

文
書
に
、

　
泉
涌
寺
雑
掌
申
山
城
国

　
愛
宕
郡
内
九
条
二
坊
五
町
壱

　
町
鵬
河
原
事
任
去
十
一
日
御
教
書

　
旨
退
九
条
下
司
基
康
違
乱
可

　
沙
汰
付
寺
家
雑
掌
之
状
如
件

　
応
永
三
年
十
二
月
廿
一
日
　
沙
弥
（
花
押
）

　
　
牧
新
左
衛
門
尉
殿

と
あ
る
。
　
「
去
十
一
日
御
教
書
」
は
管
領
斯
波
義
将
署
判
山
城
守
護
結
城

越
後
守
満
藤
宛
御
教
書
で
あ
る
。
牧
新
左
衛
門
尉
が
如
何
な
る
人
物
か
明

ら
か
に
し
得
な
い
が
、
或
は
守
護
代
で
あ
ろ
う
か
。
署
判
は
足
利
義
満
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。
正
式
な
管
領
署
判
の
御
教
書
の
後
に
恐
ら
く
は
直
接

の
施
行
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
物
に
宛
て
義
満
個
人
の
御
教
書
が
発
給

さ
れ
る
点
は
将
軍
権
力
の
構
造
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ロ
　
山
城
郡
紀
伊
郡
苫
手
里

　
苫
手
里
三
十
三
坪
に
あ
る
田
地
一
町
で
、
比
々
田
と
号
し
た
も
の
で
あ

る
。
永
仁
六
年
十
一
月
日
付
九
条
家
政
所
下
文
に
依
れ
ぽ
、
沙
弥
蓮
性
が

由
緒
あ
っ
て
相
伝
し
て
い
た
も
の
を
泉
涌
寺
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
と
い

う
。
永
仁
六
年
に
は
九
条
家
領
内
と
称
し
て
沙
汰
人
等
が
押
領
し
た
こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
同
文
書
に
依
れ
ば
九
条
道
家
の
時
に
も
問
題
と

な
り
「
件
名
田
全
非
御
領
内
之
条
」
を
確
認
し
た
上
、
更
に
当
時
点
で
若
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干
の
寄
進
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
永
仁
六
年
の
下
文
を
確
認
し

た
応
永
五
年
八
月
十
五
日
付
九
条
家
政
所
御
教
書
に
も
「
東
九
条
御
領

内
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
九
条
家
領
と
か
な
り
入
組
ん
だ
関
係
に

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
享
徳
、
康
正
期
に
は
山
門
雑
掌
が
日
吉
田
と
号
し
て
こ
れ
を

押
領
し
た
こ
と
か
ら
事
態
が
紛
糾
す
る
。
康
正
元
年
十
二
月
二
十
九
日
付

幕
府
奉
行
人
奉
書
に
は
、
　
「
泉
涌
寺
雑
掌
申
山
城
国
紀
伊
郡
内
苫
手
里
壱

町
事
、
被
取
問
状
御
教
書
被
成
、
不
及
糺
明
就
遵
行
、
号
日
吉
田
動
致
違

乱
云
々
、
太
不
可
然
、
早
可
被
停
止
其
綺
者
也
、
伍
執
達
如
件
」
と
あ
る
。

署
判
人
は
飯
尾
為
数
、
布
施
貞
基
で
あ
り
、
宛
所
は
山
門
雑
掌
で
あ
る
。

文
章
に
少
々
難
が
あ
る
が
、
享
徳
二
年
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
に
「
依
山
訴

錐
被
成
御
教
書
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
山
門
の
訴
訟
に
よ

っ
て
支
証
の
糺
明
な
く
御
教
書
を
発
給
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に

対
し
て
泉
涌
寺
で
応
訴
し
た
と
こ
ろ
「
永
仁
以
来
証
文
明
鏡
之
上
者
」
（
享

徳
元
年
十
二
月
十
八
日
付
馬
状
五
郎
左
衛
門
尉
宛
守
護
代
国
助
遵
行
状
）

「
追
而
可
有
糺
明
之
間
」
　
（
享
徳
元
年
十
月
十
一
日
付
飯
尾
為
数
、
布
施

貞
基
連
署
奉
書
）
当
知
行
に
任
せ
て
泉
涌
寺
の
寺
務
を
全
う
せ
よ
と
い
う

奉
書
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
山
門
は
初
め
の
御
教
書
に

拠
っ
て
そ
の
綺
を
止
め
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
か
る
幕
府
奉
行
人
奉
書

の
発
給
と
な
る
の
で
あ
る
。
享
徳
元
年
に
は
前
記
守
護
代
宛
為
数
、
貞
基

連
署
奉
書
、
そ
し
て
守
護
代
国
助
遵
行
状
、
更
に
同
十
二
月
十
九
日
付
忠

吉
署
判
の
遵
行
状
が
あ
る
が
、
こ
の
忠
吉
は
恐
ら
く
国
助
遵
行
状
の
宛
所

馬
伏
五
郎
左
衛
門
尉
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
こ
れ
が
山
門
宛
御
教
書
を
改

め
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
翌
草
徳
二
年
に
は
九
月
二
十
七
日
付

で
再
び
守
護
代
宛
に
「
任
当
知
行
之
旨
、
可
被
全
寺
家
所
務
由
」
の
幕
府

奉
行
人
奉
書
が
出
さ
れ
、
国
助
、
忠
吉
の
遵
行
状
が
出
さ
れ
る
。
享
徳
元

年
、
康
正
元
年
に
は
奉
行
人
が
飯
尾
為
数
で
あ
る
が
、
享
徳
二
年
に
は
飯

尾
為
種
（
永
祥
）
に
替
っ
て
い
る
点
を
付
加
え
て
お
く
。

　
こ
の
寺
領
は
享
禄
二
年
六
月
十
八
日
付
幕
府
奉
行
人
の
連
署
奉
書
を
以

っ
て
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
㈱
　
そ
の
他

　
応
永
十
七
年
十
月
五
日
付
足
利
義
持
袖
判
御
教
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
若

狭
国
遠
敷
口
（
西
力
）
郷
守
国
、
貞
枝
公
文
名
と
同
名
田
庄
中
村
楓
口
谷
、

源
谷
名
等
の
守
護
役
を
免
許
し
て
守
護
使
の
入
部
を
停
止
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
地
名
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
永
正
十
七
年
九
月
五
日
付
幕
府
奉
行
人
飯
尾
貞
運
、
斉
藤
時
基
連
署
奉

書
は
泉
興
寺
領
城
州
所
々
を
泉
涌
寺
の
進
止
と
す
る
論
旨
の
施
行
状
で
あ

る
。　

小
松
谷
本
願
寺
領
城
州
所
々
散
在
分
に
つ
い
て
、
享
禄
元
年
か
ら
同
四

年
に
か
け
て
毎
年
そ
の
主
体
は
違
う
が
違
礼
停
止
の
飯
尾
為
清
署
判
の
幕

府
奉
行
人
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
享
禄
二
年
分
の
み
緒
方
又
三
郎
宛
で

他
は
名
主
百
姓
、
所
々
百
姓
宛
で
あ
る
。
或
は
泉
涌
寺
が
管
領
し
て
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
為
清
署
判
の
奉
書
と
し
て
は
享
禄
元
年
十
月

十
日
付
の
も
の
は
比
較
的
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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㈲
　
観
音
寺
田
五
段

　
塔
頭
の
観
音
寺
の
文
書
が
十
通
あ
り
、
い
つ
れ
も
永
正
十
三
、
十
四
年

の
今
村
兄
弟
の
違
乱
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
音
寺
領
は
雲
龍
院

が
別
当
と
し
て
管
領
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
文
書
は
次
の
十

通
で
あ
る
。

　
1
幕
府
奉
行
人
奉
書
　
　
永
正
十
三
年
　
八
月
　
九
　
日

　
H
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
（
永
正
十
三
年
）
八
月
　
九
　
日

　
皿
守
護
奉
行
人
奉
書
　
　
永
正
十
三
年
　
九
月
　
十
　
日

　
W
守
護
奉
行
人
奉
書
案
（
永
正
十
三
年
）
九
月
二
十
二
日

　
V
守
護
奉
行
人
奉
書
案
（
永
正
十
三
年
）
九
月
二
十
六
日

　
W
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
（
永
正
十
四
年
）
七
月
十
三
日

　
田
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
（
永
正
十
三
年
）
八
月
二
十
一
日

　
四
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
　
　
　
　
　
　
　
九
月
二
十
三
日

　
眠
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
　
　
　
　
　
　
　
九
月
二
十
八
日

　
X
守
護
奉
行
人
奉
書
　
　
（
断
翰
）
　
　
　
九
月
十
六
日

　
1
は
正
文
で
あ
り
、
今
村
兄
弟
と
の
確
執
の
起
因
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
で
少
々
長
交
で
あ
る
が
左
に
掲
げ
る
。

　
新
熊
野
観
音
寺
順
礼
堂
領
寺
辺
田
地

　
五
段
畔
観
立
日
寺
事
先
年
一
旦
為
円
朝
僧
於

　
看
坊
預
置
彼
堂
之
処
対
源
蔵
主
令
沽
却
候
也

　
件
源
蔵
主
死
去
之
条
称
其
相
続
今
村
源
左
衛
門
尉

　
同
藤
左
衛
門
尉
掠
領
之
下
若
有
子
細
殿
之
旨
被
尋

　
仰
之
処
円
澄
為
寺
家
造
営
令
沽
却
之
間
源
蔵
主

　
致
買
浮
寄
附
福
聚
院
之
趣
錐
支
申
候
也
於
当
堂

　
者
真
祐
僧
致
勧
進
遂
其
功
奉
加
帳
才
分
明
也
然

　
上
者
今
村
支
状
之
旨
太
以
無
謂
所
詮
被
返
付
之
誰

　
早
退
彼
才
押
妨
如
元
全
領
知
可
被
専
当
堂
興
隆
之

　
由
所
被
仰
下
也
侃
執
達
如
件

　
　
永
正
十
三
年
八
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
近
江
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
（
花
押
）

　
　
　
雲
龍
院
雑
掌

　
署
判
人
近
江
守
は
飯
尾
貞
運
で
あ
り
、
散
位
は
恐
ら
く
松
田
秀
俊
で
あ

ろ
う
。

　
H
は
ー
の
裁
許
を
山
城
守
護
大
内
義
興
に
施
行
し
た
も
の
で
文
章
は
裁

許
の
論
拠
を
「
被
遂
御
糺
明
之
処
」
と
簡
略
化
し
て
い
る
が
同
趣
意
の
も

の
で
あ
る
。
署
判
人
は
ー
と
同
じ
で
あ
る
。

　
皿
は
「
任
去
月
九
日
御
下
知
之
旨
」
せ
て
の
打
渡
状
で
あ
り
、
署
判
人

は
大
内
義
興
の
奉
行
人
杉
兵
庫
助
貞
重
で
あ
る
。

　
N
は
喜
什
弘
頼
、
杉
貞
重
の
連
署
奉
書
案
で
あ
る
。

　
新
熊
野
観
音
寺
順
礼
堂
領
寺
辺
田
地
五
段
事
、
可
停
止
今
村
押
妨
之
由
、

　
対
当
所
社
家
中
去
八
月
廿
一
日
難
被
成
御
下
知
候
、
不
能
承
伏
、
剰
苅

　
取
彼
作
稲
之
由
、
雲
龍
院
被
申
旨
、
冷
泉
民
部
少
輔
殿
被
遂
披
露
早
、

　
以
外
次
第
也
、
所
詮
於
苅
取
作
毛
者
令
糺
返
、
至
下
地
者
聯
不
可
成
綺

　
之
由
、
堅
被
相
触
今
村
源
左
衛
門
尉
同
藤
左
衛
門
尉
両
人
、
可
被
沙
汰
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渡
寺
家
雑
掌
、
右
奉
書
案
文
対
裏
副
遣
者
也
、
防
執
達
如
件

永
雛
世
二
日
　
　
　
弘
頼
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
重
判

　
　
新
熊
野
社
家
中

　
V
は
日
付
が
四
日
後
で
あ
る
が
、
全
く
同
文
の
も
の
で
あ
り
、
宛
所
も

同
じ
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
こ
の
二
通
が
、
幕
府
奉
書
の
遵
行
の
形

で
な
く
、
守
護
独
自
の
発
給
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
W
は
新
熊
野
社
家
中
宛
で
あ
る
が
、
署
判
人
が
諏
訪
長
俊
、
松
田
英
致

に
替
っ
て
い
る
。
内
容
は
勿
論
今
村
兄
弟
の
濫
妨
停
止
で
あ
り
、
就
中

W
、
V
で
問
題
と
な
っ
た
苅
田
行
為
の
停
止
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
W
は
飯
尾
貞
運
、
松
田
秀
俊
の
連
署
奉
書
案
で
「
今
度
被
遂
御
糺
明
御

成
敗
之
処
、
今
村
不
能
承
引
尚
以
令
進
退
云
々
、
以
外
次
第
也
、
早
停
止

彼
濫
妨
、
可
被
沙
汰
付
寺
家
雑
掌
之
由
」
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
に
は
「
永
正
十
二
二
」
の
注
記
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
永
正
十

三
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
理
由
は
、
第
一
に
苅
田
の
行
為
に
触
れ
て
い
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
W
に
於
い
て
も
既
に
問
題
と
な
り
W
で
も
問
題

と
し
て
い
る
苅
田
の
行
為
に
言
及
し
な
い
の
は
、
行
為
後
の
奉
書
と
し
て

不
備
で
あ
る
。
第
二
に
、
W
で
は
「
去
年
被
遂
糺
明
」
と
明
確
な
表
現
を

し
て
い
る
の
に
対
し
「
今
度
被
遂
御
糺
明
」
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
「
今

度
」
は
必
ず
し
も
「
去
年
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
今

年
」
を
表
現
し
て
い
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
第
三
に
、
W
に
「
去
八
月
廿
一

日
錐
被
成
御
下
知
候
」
と
あ
り
、
W
の
日
付
八
月
二
十
一
日
に
合
致
す
る
。

第
四
に
、
W
で
既
に
奉
行
人
が
諏
訪
長
俊
、
松
田
英
致
に
替
っ
て
い
る
の

に
再
び
飯
尾
貞
運
、
松
田
秀
俊
署
判
は
矛
盾
で
あ
る
。
以
上
四
つ
の
理
由

に
依
っ
て
こ
れ
を
永
正
十
三
年
の
も
の
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
田
及
び
眠
は
同
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
孤
は
今
村
兄
弟
宛
、
双
は
新
熊

野
社
家
宛
で
共
に
長
俊
、
英
致
連
署
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
以
多
人
数
苅

取
作
毛
帯
兵
具
条
云
、
及
狼
籍
条
云
、
背
故
戦
御
法
云
、
違
背
度
々
御
下

知
難
遁
其
各
」
と
そ
の
違
法
の
条
々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
発
給
年
は
、

田
と
逆
の
同
理
由
に
よ
り
永
正
十
四
年
と
推
定
さ
れ
る
。

　
X
は
冊
の
裏
打
に
使
わ
れ
た
断
翰
で
「
…
…
遂
披
露
事
…
…
」
の
本
文

と
日
付
署
判
の
み
で
あ
る
が
喜
付
弘
頼
、
杉
貞
重
の
花
押
を
載
せ
て
い
る

の
で
付
加
え
て
お
く
。

四
　
近
世
泉
涌
寺
の
寺
領

　
泉
涌
寺
の
近
世
の
寺
領
関
係
史
料
は
、
秀
吉
時
代
の
判
物
・
朱
印
状
の

正
文
と
、
江
戸
時
代
の
将
軍
の
判
物
・
朱
印
状
の
写
し
が
主
に
現
存
す

る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
泉
涌
寺
の
寺
領
の
変
遷
を
簡
単
に
述
べ
て
み

た
い
。

　
最
初
の
史
料
は
、
天
正
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
の
秀
吉
の
判
物
で
、

各
地
に
散
在
し
て
い
た
寺
領
を
、
泉
涌
寺
郷
二
百
四
十
九
石
と
、
横
大
路

（
山
城
国
紀
伊
郡
で
現
京
都
市
内
）
二
百
四
十
四
石
に
ま
と
め
て
秀
吉
が

審
進
し
た
、
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
同
日
附
で
寺
領
目
録
が
出
さ
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れ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
秀
吉
の
朱
印
が
押
し
て
あ
る
。
こ
の
目
録
に
よ
れ

ば
、
泉
涌
寺
廻
り
で
二
百
四
十
九
石
六
斗
、
横
大
路
で
二
百
四
十
四
石
、

合
せ
て
四
百
九
十
四
石
と
あ
っ
て
、
石
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
天
正
十
七
年
十
二
月
朔
日
に
は
、
寺
の
門
前
・
境
内
の
地
子
以
下
の
事

を
免
除
さ
れ
る
旨
の
秀
吉
の
朱
印
状
が
出
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
公
役
の

か
か
ら
な
い
寺
領
が
確
立
す
る
。
そ
の
直
後
、
同
年
十
二
月
十
日
の
秀
吉

の
朱
印
状
で
、
泉
涌
寺
領
内
大
仏
敷
地
の
入
替
と
し
て
、
今
熊
野
の
出
米

の
内
十
三
石
五
斗
五
升
を
宛
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
日
に
泉
涌
寺
の
塔

頭
の
一
つ
で
あ
る
来
迎
院
に
朱
印
状
が
出
さ
れ
、
山
城
国
山
科
郷
内
の
替

地
と
し
て
今
熊
野
の
出
米
五
十
四
石
が
与
え
ら
れ
た
。

　
文
禄
四
年
十
月
二
日
の
秀
吉
の
朱
印
状
で
、
丹
後
国
上
湖
摩
村
の
替
地

と
し
て
、
同
国
船
井
郡
の
青
戸
村
内
の
四
十
石
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
で
秀

吉
時
代
の
寺
領
の
変
動
が
終
わ
り
、
泉
涌
寺
の
朱
印
地
（
来
迎
院
の
分
は

含
ま
な
い
）
は
、
五
百
四
十
七
石
一
斗
五
升
と
な
っ
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
も
、
秀
吉
が
寄
進
し
た
寺
領
と
、
諸
役
を
免
除

し
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
て
い
る
。
家
康
は
諸
大
名
の
領
知
を
、

領
知
の
判
物
な
ど
を
出
し
て
安
堵
し
て
い
く
と
同
時
に
、
寺
領
に
対
し
て

も
順
次
そ
の
作
業
を
な
し
て
い
っ
た
。
泉
涌
寺
に
対
し
て
は
、
元
和
元
年

七
月
二
十
七
日
に
「
知
行
之
目
録
（
同
日
附
の
家
康
の
判
物
写
）
」
を
出

し
て
、
秀
吉
が
寄
進
し
た
、
泉
涌
寺
廻
り
三
百
十
七
石
一
斗
五
升
、
横
大

路
村
二
百
四
十
四
石
、
丹
波
国
森
村
四
十
石
、
合
せ
て
六
百
一
石
一
斗
五

升
を
安
堵
し
、
門
前
・
境
内
の
諸
役
を
秀
吉
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
免
除

し
た
。
こ
の
際
、
天
正
十
七
年
十
二
月
十
日
に
来
迎
院
へ
給
与
し
た
五
十

四
石
は
、
来
迎
院
の
院
領
と
し
て
で
は
な
く
、
泉
涌
寺
の
寺
領
に
含
め

て
、
一
緒
の
判
物
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
号
が
前
後
す
る
が
、

文
禄
四
年
に
与
え
ら
れ
た
丹
波
国
青
戸
村
は
、
慶
長
七
年
九
月
十
七
日

に
、
丹
波
国
代
官
権
太
小
三
郎
之
親
の
指
示
で
、
船
井
郡
森
村
に
替
地
と

な
っ
て
い
る
。

　
以
下
、
同
様
の
内
容
（
但
し
、
寺
領
の
合
計
が
六
百
一
石
一
斗
余
と
な

る
）
で
、
元
和
三
年
七
月
二
十
一
日
に
秀
忠
の
判
物
、
寛
永
十
三
年
十
一

月
九
日
に
家
光
の
判
物
、
寛
文
五
年
七
月
十
一
日
に
家
綱
の
朱
印
状
が
そ

れ
ぞ
れ
出
さ
れ
た
。

　
延
宝
六
年
十
月
附
の
、
「
新
加
知
行
所
付
」
の
写
し
に
よ
る
と
、
山
城

国
乙
訓
郡
上
羽
村
二
百
九
十
二
石
二
斗
、
同
郡
勝
竜
寺
村
の
内
で
百
七
石

八
斗
、
合
計
四
百
石
が
新
た
に
家
綱
よ
り
寄
進
さ
れ
、
寺
領
は
す
べ
て
千

一
石
一
斗
余
と
な
る
。
こ
の
四
百
石
の
新
寺
領
が
寄
進
さ
れ
た
こ
と
は
、

徳
川
実
紀
の
延
宝
六
年
九
月
十
八
日
条
に
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
四

百
石
分
は
「
新
加
知
行
所
付
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
寺
で
直
接
に
支
配
し

た
の
で
は
な
く
、
四
百
石
の
田
畑
よ
り
収
納
さ
れ
る
物
成
で
渡
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
二
村
を
支
配
下
に
置
い
て
い
る
そ
の
当
時
の
幕
府
の
代
官

で
あ
る
五
味
藤
九
郎
豊
旨
に
対
し
、
幕
府
勘
定
所
の
役
人
よ
り
、
四
百
石

分
の
物
成
を
延
宝
六
年
よ
り
泉
涌
寺
へ
渡
す
よ
う
に
申
入
れ
て
い
る
。
従

っ
て
百
五
十
石
前
後
の
米
を
寺
納
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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延
宝
六
年
以
後
の
朱
印
状
は
、
寺
領
が
千
一
石
一
斗
余
の
記
載
と
な
り

貞
享
二
年
六
月
十
一
日
の
綱
吉
、
享
保
三
年
七
月
十
一
日
の
吉
宗
、
延
享

四
年
八
月
十
一
日
の
家
重
、
宝
暦
十
二
年
八
月
十
一
日
の
家
治
、
天
明
八

年
九
月
十
一
日
の
家
斉
、
万
延
元
年
九
月
十
一
日
の
家
茂
の
各
朱
印
状
の

写
し
が
残
っ
て
い
る
。
将
軍
家
宣
・
家
継
・
家
慶
・
家
定
・
慶
喜
の
は
無

い
が
、
諸
大
名
に
下
さ
れ
る
領
知
判
物
や
朱
印
状
の
出
さ
れ
た
年
と
、
朱

印
地
（
寺
社
の
諸
役
免
除
の
地
）
に
対
し
て
出
さ
れ
る
年
を
比
べ
て
み
る

と
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
初
期
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
家
綱
以
降
は
大
名
に

出
さ
れ
た
翌
年
に
寺
社
に
出
さ
れ
て
い
て
、
家
斉
以
降
は
大
名
と
同
じ
年

で
あ
る
が
、
大
名
よ
り
数
ヵ
月
遅
れ
て
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
大
名
の
領
知
判
物
や
朱
印
状
は
、
家
継
と
慶
喜
の
代
に
は
出
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
泉
涌
寺
に
対
し
て
も
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
か
ろ
う
。

　
ま
た
家
宣
の
は
、
大
名
に
判
物
・
朱
印
状
を
出
し
た
年
に
没
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
時
も
寺
に
朱
印
状
が
存
在
し
な
い
の
も
う
な
ず
け
る
。
し
か

し
家
慶
と
家
定
の
代
の
も
の
は
他
の
寺
に
は
現
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
が
、
泉
涌
寺
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
写
し
が
残
ら
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
、
天
正
十
三
年
よ
り
寺
領
の
変
遷
を
追
っ
て
ぎ
た
が
、
ま
と
め
る

と
、
天
正
十
三
年
時
は
四
百
九
十
三
石
六
斗
で
、
天
正
十
七
年
に
五
百
七

石
一
斗
五
升
（
来
迎
院
へ
は
五
十
四
石
別
朱
印
で
与
え
ら
れ
て
い
る
）
に

な
り
、
さ
ら
に
、
文
禄
四
年
に
五
百
四
十
七
石
一
斗
五
升
（
他
に
来
迎
院

へ
五
十
四
石
）
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
い
り
、
元
和
元
年
に
来
迎
院

の
別
朱
印
の
院
領
を
［
緒
に
し
て
、
六
百
一
石
一
斗
五
升
と
な
り
、
延
宝

六
年
に
増
領
が
あ
っ
て
千
一
石
一
斗
余
と
な
っ
て
、
維
新
に
至
る
わ
け
で

あ
る
。

　
こ
の
寺
領
は
泉
涌
寺
全
体
に
幕
府
が
寄
進
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
泉
涌

寺
内
の
各
塔
頭
に
分
配
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
由
緒
で
個
々
の
塔

頭
に
、
別
に
幕
府
か
ら
寄
進
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。
悲
田
院
の
九
石
と

長
福
寺
の
九
石
八
斗
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
つ
審
進
さ
れ
た
か
不
明
で
あ

る
。　

こ
こ
に
「
泉
涌
寺
惣
山
知
行
目
録
」
と
い
う
の
が
現
存
し
、
各
塔
頭
に

寺
領
を
分
け
た
様
子
が
わ
か
る
の
で
、
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
。

　
　
　
　
泉
涌
寺
惣
山
知
行
目
録

一　　　一　一一一

四
百
八
拾
石
壱
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
丈
領

　
内
四
百
石
者
新
加

五
拾
石
六
斗
七
升
弐
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
龍
院

弐
拾
七
石
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
揚
柳
寺

参
拾
弐
石
八
斗
六
升
六
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悲
田
院

　
此
外
九
石
別
御
朱
印
西
院
村

百
四
石
五
斗
六
升
三
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
迎
院

　
内
五
拾
石
余
者
自
二
往
古
一
別
御
朱
印
二
而
御
座
候
所
、
　
権
現

　
様
御
朱
印
被
二
成
下
一
候
時
分
御
断
申
上
、
惣
山
御
朱
印
之
内
江

　
一
所
頂
戴
仕
候
、
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三
拾
九
石
四
斗
弐
升
五
合

拾
七
石
八
斗
五
升

拾
七
石
三
斗
壱
升
四
合

七
拾
九
石
三
斗

弐
拾
九
石

五
拾
三
石
弐
斗
七
升
四
合

参
拾
六
石
七
斗
七
升

　
此
外
九
石
八
斗
別
御
朱
印
西
院
村

弐
拾
石
壱
斗
弐
升

拾
弐
石
四
斗
四
升
弐
合

法
音
院

寿
命
院

照
善
院

法
安
寺

善
能
寺

新
善
光
寺

長
福
寺

　
行
者

無
地
不
足

　
　
　
　
都
合
千
壱
石
壱
斗
余

　
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　
近
世
の
泉
涌
寺
領
に
つ
い
て
主
に
朱
印
状
に
基
づ
い
て
簡
単
に
述
べ
た

が
、
他
の
関
連
史
料
と
結
び
つ
け
て
考
察
す
れ
ば
、
近
世
の
寺
領
の
在
り

方
の
一
端
を
窺
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

五
　
泉
涌
寺
近
世
史
料

　
泉
涌
寺
の
霊
明
殿
の
東
に
鎮
ま
る
陸
墓
を
総
称
し
て
泉
山
陵
と
い
う
。

そ
こ
に
は
八
十
七
代
四
条
天
皇
の
他
、
百
八
代
後
水
尾
天
皇
か
ら
百
二
十

一
代
孝
明
天
皇
ま
で
の
江
戸
時
代
の
歴
代
天
皇
及
び
将
軍
徳
川
秀
忠
の
娘

で
後
水
尾
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
和
子
（
東
福
門
院
）
を
は
じ
め
と
す
る

皇
后
・
中
宮
の
御
陵
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
泉
涌
寺
は
近
世
に
お
い
て

皇
室
に
最
も
関
係
の
深
い
寺
で
あ
り
、
皇
室
及
び
徳
川
幕
府
か
ら
特
別
な

待
遇
を
受
け
て
い
た
寺
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
歴
代
の
天
皇

皇
后
の
葬
礼
、
法
要
関
係
の
史
料
は
、
厩
大
な
量
が
ひ
と
り
つ
つ
整
然
と

箱
に
入
れ
ら
れ
保
存
さ
れ
て
お
り
、
や
や
特
殊
な
史
料
と
は
い
え
、
従
来

軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
朝
廷
と
幕
府
・
諸
大
名
の

関
係
、
朝
廷
及
び
公
家
・
武
家
の
財
政
状
況
の
一
端
を
知
り
得
る
好
史
料

群
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
世
史
料
の
調
査
は
ま
だ
始
め

た
ば
か
り
で
あ
り
、
御
震
筆
、
遺
品
、
寺
領
支
配
関
係
史
料
と
と
も
に
今

後
の
調
査
に
期
待
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
第
一
次
～
第
三
次
調
査

で
整
理
済
の
論
旨
、
戦
国
大
名
史
料
、
御
遠
忌
関
係
史
料
の
簡
単
な
紹
介

を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
論
旨
に
は
次
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

　
○
正
親
町
天
皇
　
永
禄
三
年
十
二
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
〃
十
年
三
月
［
日

　
　
　
　
　
　
　
　
〃
十
【
年
十
一
月
廿
【
日

　
　
　
　
　
　
　
　
天
正
十
二
年
九
月
八
日

○
後
陽
成
天
皇

○
後
水
尾
天
皇

慶
長
十
五
年
八
月
五
日

〃
十
八
年
十
二
月
十
四
日

寛
永
三
年
二
月
廿
四
日

ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
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○
明
正
天
皇

寛
永
六
年
二
月
廿
八
日

　
内
容
は
大
部
分
住
持
職
補
任
の
件
と
、

で
あ
る
。
右
の
う
ち
多
く
は
東
大
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
影
写
本
が
作
成

さ
れ
「
史
料
綜
覧
」
に
も
泉
涌
寺
文
書
と
し
て
出
て
い
る
が
、
脱
落
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
後
水
尾
天
皇
の
寛
永
三
年
、
同
六
年
の
四
通
の
論
旨

は
各
々
玉
秀
上
人
と
元
艇
上
人
宛
に
住
持
職
補
任
、
紫
衣
許
可
を
行
な
っ

た
も
の
で
、
所
謂
紫
衣
事
件
に
関
す
る
重
要
な
史
料
と
い
え
よ
う
。
以
上

十
五
点
の
他
に
文
政
九
年
の
「
勧
家
差
出
諸
願
書
類
控
記
」
に
は
享
保
十

年
、
安
永
三
年
、
天
明
年
中
の
各
々
中
御
門
、
後
桃
園
、
光
格
天
皇
の
論

旨
の
写
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
御
遠
忌
直
前
の
延
宝
三
年
、
文
政
七
年

頃
に
も
各
々
霊
元
、
仁
孝
天
皇
の
論
旨
が
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
目
下

の
と
こ
ろ
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
次
に
、
注
目
す
べ
き
史
料
と
し
て
、
織
田
信
長
の
黒
印
状
一
通
、
豊
臣

秀
吉
の
朱
印
状
九
通
、
徳
川
家
康
以
下
将
軍
家
の
朱
印
状
が
十
一
通
あ

る
。
寺
領
に
関
す
る
も
の
は
第
四
章
で
す
で
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
以
上

の
う
ち
信
長
の
黒
印
状
、
秀
吉
の
朱
印
状
四
通
に
つ
い
て
次
に
若
干
の
べ

て
み
た
い
。

寛
永
十
九
年
三
月
廿
二
日

〃
十
九
年
九
月
十
五
日

〃
廿
一
年
三
月
十
八
日

正
保
二
年
十
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
伽
藍
修
造
の
為
募
金
許
可
の
件

　
信
長
の
泉
涌
寺
造
営
に
就
い
て
の
黒
印
状
の
日
付
は
十
二
月
十
五
日
、

宛
名
は
中
山
前
大
納
言
、
庭
田
大
納
言
、
勧
修
寺
大
納
言
、
甘
露
寺
中
納

言
で
あ
る
。
大
正
五
年
発
行
の
「
大
日
本
寺
院
総
覧
」
の
泉
涌
寺
の
項
に

は
何
に
よ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
「
天
正
三
年
、
信
長
、
正
親
町
天
皇

の
勅
を
奉
じ
て
再
興
に
力
め
、
寺
領
四
百
石
余
を
寄
せ
云
々
」
と
あ
る
。

ま
た
、
　
「
史
料
綜
覧
」
も
天
正
三
年
と
し
て
い
る
が
、
前
記
四
人
の
公
卿

の
官
職
を
調
べ
て
み
る
と
、
該
当
す
る
年
代
は
天
正
三
～
六
年
で
あ
り
、

「
叡
慮
之
趣
重
而
示
給
被
申
付
候
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
天
正
四
～
五
年
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
寺
領
四
百
石
余
に
関
し
て
は
こ
の
文
書
に
は
何
も
ふ
れ

ら
れ
て
い
な
い
。

　
秀
吉
の
朱
印
状
四
通
は
い
ず
れ
も
年
号
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
う
ち

三
通
は
文
禄
の
役
の
際
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
も
長
い
も
の
を
一
例
左

記
に
示
そ
う
。

　
為
二
名
護
屋
見
廻
一
祈
薦
巻
数
井
帷
子
二
、
遠
路
到
来
悦
思
食
候
。
於

　
高
麗
事
、
新
羅
、
百
済
、
高
麗
朝
鮮
国
悉
平
均
被
仰
付
先
勢
唐
境
被
差

　
遣
候
猶
民
部
卿
法
印
被
仰
聞
候
通
木
下
半
介
可
申
候
也

　
　
　
六
月
十
五
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
涌
寺

　
文
禄
元
年
六
月
十
五
日
は
、
小
西
行
長
、
黒
田
長
政
ら
が
大
同
江
を
渡

り
戦
わ
ず
し
て
平
安
道
平
壌
城
を
陥
れ
た
日
で
あ
り
、
秀
吉
が
得
意
の
絶

頂
に
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
民
部
卿
法
印
は
前
田
玄
以
の
こ
と
で
あ
る
が
、

木
下
半
介
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
右
の
他
五
月
廿
一
日
付
、
八
月
十
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七
日
付
の
も
の
は
在
陣
見
廻
と
し
て
、
扇
子
、
帷
子
等
を
泉
涌
寺
が
贈
っ

た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。
年
代
は
文
禄
元
年
、
同
二
年
と
思
わ
れ

る
。
他
の
一
通
は
年
甫
祝
儀
の
御
礼
状
で
、
二
月
二
日
の
日
付
が
あ
る
が

年
代
は
不
明
で
あ
る
。
以
上
四
点
は
「
史
料
綜
覧
」
に
は
全
く
み
え
な
い

こ
と
を
申
添
え
て
お
く
。

　
以
上
の
他
、
前
田
玄
以
の
書
状
二
点
、
松
永
弾
正
久
秀
書
状
四
通
（
弘

治
三
年
十
月
三
十
日
）
天
正
元
年
八
月
十
五
日
の
勧
修
寺
宛
の
泉
涌
寺
仏

牙
舎
利
に
関
す
る
毛
利
輝
元
の
書
状
、
卯
ノ
十
七
日
北
条
氏
政
書
状
等
戦

国
末
期
の
武
将
の
書
状
が
若
干
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
の
検
討
は

後
日
に
譲
り
た
い
。

　
次
に
調
査
済
の
近
世
史
料
の
う
ち
最
も
多
い
開
山
国
師
俊
彷
の
御
遠
忌

関
係
史
料
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
冊
子
類
、
状
物
等
あ
わ
せ
て
七
百
五
十

余
点
あ
り
、
延
宝
四
年
の
四
百
五
十
回
忌
は
「
香
資
奉
納
帳
」
の
他
は
数

点
現
存
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
享
保
十
一
年
、
安
永
五
年
、
文
政
九
年
の

五
百
、
五
百
五
十
、
六
百
回
忌
の
も
の
は
質
量
と
も
に
か
な
り
充
実
し
た

史
料
群
で
あ
る
。
時
代
が
降
る
に
し
た
が
っ
て
現
存
す
る
史
料
も
豊
富
、

複
雑
と
な
り
整
理
も
容
易
で
な
い
が
、
庭
儀
舞
楽
憂
茶
羅
供
の
式
次
第
、
絵

図
、
日
並
記
、
什
物
帳
等
御
遠
忌
の
実
態
を
知
る
上
で
不
可
欠
の
史
料
が

豊
富
に
残
存
し
て
い
る
。
な
か
で
も
「
金
銀
請
払
勘
定
帳
」
「
諸
音
物
帳
」

「
出
入
方
香
資
之
留
」
等
の
財
政
関
係
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。
文
政
九
年

の
「
金
銀
請
払
勘
定
帳
」
に
よ
る
と
開
山
国
師
六
百
回
遠
忌
の
際
の
惣
収

入
は
銀
七
十
貫
三
百
七
十
九
匁
八
分
四
厘
二
毛
と
あ
り
、
惣
支
出
は
銀
七

十
貫
六
十
二
匁
六
分
三
厘
二
毛
、
残
高
三
百
十
七
匁
二
分
一
厘
は
奉
献
へ

と
あ
る
。
惣
収
入
は
金
に
し
て
約
千
百
二
十
三
両
余
で
あ
り
、
朝
廷
・
公

家
・
武
家
・
諸
末
寺
・
塔
頭
か
ら
の
寄
付
金
が
、
そ
の
主
な
財
源
で
あ
っ

た
。
武
家
の
中
に
は
御
三
家
を
は
じ
め
と
し
て
外
様
大
名
、
譜
代
大
名
、

京
都
所
司
代
、
小
堀
・
上
林
ら
幕
府
代
官
も
含
ま
れ
て
お
り
興
味
深
い
。

支
出
も
明
細
が
遂
［
記
さ
れ
て
お
り
、
御
遠
忌
の
際
に
は
、
唐
招
提
寺
、

西
大
寺
、
東
福
寺
、
建
仁
寺
等
か
ら
粥
料
そ
の
他
の
名
目
で
寄
付
金
が
贈

ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
寺
社
間
の
交
際
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
興
味

深
い
史
料
で
あ
る
。
　
「
香
資
奉
納
帳
」
に
は
泉
涌
寺
出
入
商
人
の
大
工
、

鍛
冶
屋
、
油
屋
、
表
具
屋
、
塗
師
、
仏
師
、
机
屋
、
八
百
屋
等
の
名
も
記

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
泉
涌
寺
領
の
横
大
路
、
勝
竜
寺
、
上
羽
村
、
今
熊

村
、
丹
州
森
邑
が
庄
屋
個
人
ま
た
は
、
惣
百
姓
中
と
い
う
形
で
香
資
を
奉

納
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
者
は
十
数
点
現
存
す
る
見
積
書
等

を
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
当
時
の
京
都
の
商
人
の
実
態
を
一
部
分
乍
ら
知
る
こ

と
が
で
き
、
後
者
は
寺
領
民
の
意
識
形
態
の
［
端
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る

史
料
で
あ
ろ
う
。
他
に
重
要
な
も
の
と
し
て
は
「
勧
家
差
出
諸
願
書
類
控

記
」
「
諸
向
江
書
札
之
留
」
「
伝
奏
窺
済
ケ
条
覚
」
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

勧
家
と
は
寺
門
伝
奏
勧
修
寺
家
の
こ
と
で
控
記
に
は
、
論
旨
な
ど
重
要
書

類
が
記
さ
れ
て
い
る
。
泉
涌
寺
と
勧
修
寺
と
の
間
の
連
絡
は
、
立
入
弾
正

忠
、
三
宅
右
衛
門
尉
、
速
水
左
衛
門
尉
と
い
う
三
人
の
雑
掌
が
と
り
も
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
と
の
往
復
書
簡
類
が
多
数
残
存
し
、
彼
ら
の
名

が
諸
書
に
散
見
す
る
の
は
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
「
諸
向
江
書
札
之
留
」
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に
は
全
国
の
諸
末
寺
へ
の
遠
忌
に
関
す
る
口
上
書
、
諸
末
寺
か
ら
の
返
事

が
写
さ
れ
て
い
る
が
、
薩
摩
、
長
州
の
場
合
は
藩
の
寺
社
役
の
書
状
も
同

時
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
　
（
こ
れ
ら
の
原
史
料
の
殆
ん

ど
は
現
存
し
て
い
る
。
）
右
の
他
幕
府
寺
社
奉
行
か
ら
の
質
問
に
対
す
る

返
答
書
が
若
干
あ
り
、
寛
政
か
ら
明
治
ま
で
の
「
日
記
」
が
ほ
ぼ
累
年
現

存
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

近
世
史
料
は
大
部
分
が
未
整
理
で
あ
り
、
今
後
の
調
査
に
期
待
す
る
こ
と

と
し
て
結
び
と
し
た
い
。

　
〔
付
　
記
〕

　
　
以
上
執
筆
担
当
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
三
輪
龍
彦
（
第
一
、

　
　
第
二
章
）
、
村
尾
元
忠
（
第
三
章
）
、
松
平
秀
治
（
第
四
章
）
、
山
中

　
　
清
孝
（
第
五
章
）
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